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雇用調整助成金等の申請手続きに必要な費用を県内全域で補助

2020年6月9日から2021年2月28日まで募集期間

目的

広島県では、県内の中小企業や個人事業主の皆様に対して国の「雇用調整助成金」及び「緊急雇用安定助成金」の申請手続きに必
要な費用を支援します。この制度は、県内の全市町と連携し、全県共通の取組として展開していくものです。度重なる助成制度の
改正により、理解が難しく、依然として申請手続きにハードルを感じている中小企業や個人事業主の方も多いと思われるため、雇
用調整助成金等の申請を行うにあたり、必要となる書類の作成や代理申請等を社会保険労務士に依頼した場合に、支払った費用を
補助することとしました。申請期限は令和3年2月28日(日)です。

支援内容

▼雇用調整助成金等の支給申請手続について，必要となる書類の作成等を社会保険労務士に依頼して行う際に係る経費を補助しま
す。
（※県外の社会保険労務士に依頼した場合も，補助の対象となります。）

▼対象経費
雇用調整助成金等の支給申請にあたって，必要書類等の作成や代行申請等を社会保険労務士に依頼した場合に，支払った費用（消
費税を除く）

支援規模

▼助成額
10万円を上限に補助対象経費の全額を補助

対象者の詳細

▼対象者・支給要件
次の全てに該当する事業者が対象となります。　

1.県内の町（※１）に主たる事業所が所在している中小企業者（※２）
2.雇用調整助成金等について，広島労働局長の支給決定を受けている者（※３）
3.本事業における補助金の交付を受けていないこと。（１者１回限り）
4.暴力団又は暴力団員等に関する事項に該当がないこと。
※１　府中町，海田町，熊野町，坂町，安芸太田町，北広島町，大崎上島町，世羅町，神石高原町。
※２　雇用調整助成金等の支給決定を受けている社会福祉法人や医療法人等の法人・団体についても補助対象となる。ただし，公
益法人など，行政からの補助金・委託費などの公的資金を受けている法人は対象外とする場合がある。

＜補助対象法人・団体例＞
社会福祉法人，医療法人，特定非営利活動法人，一般社団・財団法人，学校法人，組合（農業協同組合，生活協同組合，中小企業
等協同組合法に基づく組合等）など
※３　休業等の初日が令和２年１月24日以降のものに係るものに限る。

対象地域

お問い合わせ

〒７３０－８５１１
広島県広島市中区基町１０番５２号
広島県商工労働局 雇用労働政策課
電話番号：０８２－５１３－２８３８
受付時間：平日９時から１７時まで　（※１２時～１３時は除く）



担当者

 
会社名：一般社団法人財務セカンドオピニオン協会
担当　： 橋本
住所　：東京都港区高輪3-25-22高輪カネオビル

当サービスは業務委託先が提供しており、サービス内容･品質については一般社団法人財務セカンドオピニオン協会が保証するものではありません。
サービスのご利用はお客さまの判断の元で行なってください。万一サービス提供を受けた結果損害が生じても、一般社団法人財務セカンドオピニオン協会
は責任を負いかねます。
補助金、助成金検索サービスである業務委託先へお客さま情報(企業情報)を提供し作成した資料となっております。
≪お客さま情報(企業情報)お取り扱いについて≫
提供先　　　　：株式会社グランドツー（住所：東京都渋谷区南平台町3-13 新掘ビル3F電話：03-6427-0944）
利用目的　　　：株式会社グランドツーはお預かりした情報を補助金、助成金検索の目的で利用します。
提供される内容：該当する可能性がある補助金、助成金


